


 

１．【青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）とは？】 

  「青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）」は、青少年の雇用の促進などを図り、

能力を有効に発揮できる環境を整備するため、青少年に対して、適切な職業選択の支援に関する措

置や、職業能力の開発・向上に関する措置などを総合的に行えるよう、平成２７年１０月 1日に施

行された法律です。 

 

２．【ユースエールとは？】 

  若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業（常時雇用する労働

者が３００人以下）を若者雇用促進法に基づき厚生労働大臣が認定する制度です。 

 

３．【認定の主な基準は？】（以下のすべてを満たす必要があります。） 

 ① 学卒求人など若者対象の正社員求人の募集を行っていること 

 ② 「人材育成方針」と「教育訓練計画」を策定していること 

 ③ 直近３事業年度の新卒者などの正社員として就職した人の離職率が２０％以下 

 ④ 労働時間、有給休暇、育児休業等について下記の条件をすべて満たすこと 

・前事業年度の正社員の月平均所定外労働時間が２０時間以下かつ月平均の法定時間外労働６０

時間以上の正社員が１人もいない 

 ・前事業年度の正社員の有給休暇の年間付与日数に対する取得率が平均７０％以上又は年間取得

日数が平均１０日以上 

  ・直近３事業年度で男性労働者の育児休業取得者が１人以上又は女性労働者の育児休業取得率が

７５％以上 

 ⑤ 若者の雇用に関する情報（直近３事業年度の新卒者等の採用者数、離職者数、男女別採用者数、

平均勤続年数。研修内容、自己啓発支援、キャリアコンサルティング制度等の有無とその内容。

前事業年度の月平均所定外労働時間、有給休暇の平均取得日数、育児休業の取得対象者数・取

得者数（男女別）、役員・管理職の女性割合。）を公開していること 

 ⑥ 過去３年間に認定企業の取消を受けたり認定基準を満たさなくなったことによる辞退をして 

   いないこと、過去３年間に新規学卒者の採用内定取消しを行っていないこと、過去 1年間に事 

   業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと、各種助成金の不支給措置を受けてい  

   ないこと、重大な労働関係法令違反を行っていないこと等 

 

４．【認定のメリット】 

  以下の支援を受けることができるようになり、働きやすい職場であることのアピールや企業のイ

メージアップにつながり、若く優秀な人材の確保やその後の職場定着などが期待されます。 

① ハローワークなどで重点的ＰＲを実施 

② 就職面接会などへの優先的な参加が可能 

③ 自社の商品、広告などに認定マークの使用が可能 

④ 若者の採用・育成を支援する関係助成金を加算 

⑤ 日本政策金融公庫による低利融資 

⑥ 公共調達における加点評価 








